
保
険
料
の
負
担

　

み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
は
医
療
分
・
支

援
金
分
・
介
護
分
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
医
療
分
は
加
入

者
の
医
療
に
か
か
る
分
、
支

援
金
分
は
後
期
高
齢
者
医
療

を
支
え
る
分
で
す
。
ま
た
、

介
護
分
は
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で
の
国
保
加
入
者
（
第
２
号

被
保
険
者
）
に
か
か
る
介
護

保
険
分
で
す
。

　
「
医
療
分
」
の
保
険
料
は

１
年
間
に
必
要
と
す
る
医
療

費
の
見
込
額
か
ら
、ま
た「
支

援
金
分
」
の
保
険
料
は
後
期

高
齢
者
の
医
療
に
か
か
る
費

用
か
ら
、「
介
護
分
」
の
保

険
料
は
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
に
納
付
す
る
介
護

納
付
金
に
要
す
る
費
用
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
国
・
府
・
市
の
負

担
金
な
ど
を
差
し
引
い
た
残

り
を
加
入
者
が
負
担
し
あ
う

も
の
で
す
。

　

医
療
分
と
支
援
金
分
、
介

護
分
を
あ
わ
せ
た
保
険
料
の

額
は
「
平
成
24
年
度
国
民
健

康
保
険
料
決
定
（
更
正
）
通

知
書
」
に
よ
り
、
６
月
14
日

付
け
で
世
帯
主
あ
て
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
料
率

　

保
険
料
と
し
て
納
め
て
い

た
だ
く
の
は
、
医
療
分
と
支

援
金
分
、
介
護
分
そ
れ
ぞ
れ

の
所
得
割
額
・
均
等
割
額
・

平
等
割
額
を
合
計
し
た
額
で

す
。
平
成
24
年
度
保
険
料
の

料
率
（
単
価
や
率
な
ど
の
こ

と
で
す
）
は
、
表（
１
）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
「
所
得
割
」
は
加
入
者
の

前
年
の
所
得
金
額
に
応
じ
て

負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
、

「
均
等
割
」
は
加
入
者
の
人

数
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た

だ
く
も
の
、「
平
等
割
」
は

加
入
世
帯
に
均
一
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

保
険
料
の
限
度
額

　

こ
の
よ
う
に
、
保
険
料
は

世
帯
の
所
得
や
加
入
者
の
人

数
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
す

が
、
保
険
料
が
高
い
人
も
低

い
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
る

医
療
な
ど
の
内
容
は
同
じ
で

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
保
険
料

に
は
負
担
の
限
度
額
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
分
、
支
援
金
分
、
介

護
分
そ
れ
ぞ
れ
の
限
度
額
は

表（
１
）の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
の
計
算
方
法

　

保
険
料
は
、
加
入
者
の
前

年
の
所
得
金
額
や
加
入
者
数

を
も
と
に
計
算
し
ま
す
。「
平

成
24
年
度
国
民
健
康
保
険
料

決
定
（
更
正
）
通
知
書
」
が

届
き
ま
し
た
ら
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
表（
１
）・
表

（
２
）・
表（
3
）を
参
考
に
、

ご
自
身
で
計
算
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
の
変
更

　

年
度
の
途
中
で
世
帯
や
加

入
者
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
保
険
料
を
月
単
位
で
再

計
算
し
、
届
け
出
の
翌
月
以

降
に
平
成
24
年
度
国
民
健
康

保
険
料
決
定
（
更
正
）
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。
保
険
料

は
、
加
入
の
届
け
出
を
し
た

日
か
ら
で
は
な
く
国
保
の
資

格
を
取
得
し
た
月
か
ら
、
資

格
を
失
っ
た
月
の
前
月
ま
で

の
計
算
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
保
険
料
の
う
ち
介

護
分
に
つ
い
て
は
、
40
歳
に

な
る
月
（
月
の
初
日
生
ま
れ

の
人
は
前
月
）
か
ら
65
歳
に

な
る
前
月
（
月
の
初
日
生
ま

れ
の
人
は
前
々
月
）
ま
で
の

分
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
40
歳
に
な
る
と
き
は
40
歳

に
な
っ
た
月
の
翌
月
に
平
成

24
年
度
国
民
健
康
保
険
料
決

定
（
更
正
）
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
が
、
65
歳
に
な
る
と

き
は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
月
数

を
見
込
ん
で
保
険
料
の
通
知

を
し
て
い
ま
す
の
で
65
歳
に

な
っ
て
も
平
成
24
年
度
国
民

健
康
保
険
料
決
定
（
更
正
）

通
知
書
は
送
付
し
ま
せ
ん

　

75
歳
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
に
変
わ
る
人
は
、
75
歳
に

な
る
前
の
月
ま
で
の
保
険
料

を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　

所
得
が
一
定
額
よ
り
も
少

な
い
世
帯
に
対
し
て
、
保
険

料
の
７
割
・
５
割
・
２
割
分

を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
う
ち
均
等
割

額
と
平
等
割
額
を
軽
減
す
る

も
の
で
、
医
療
分
・
支
援
金

分
・
介
護
分
そ
れ
ぞ
れ
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
す
べ
て
所
得

の
申
告
書
な
ど
に
よ
り
行
い

ま
す
の
で
、
必
ず
確
定
申
告

な
ど
所
得
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
判
定
基
準
は
裏
面

の
・
表（
3
）を
ご
覧
く
だ
さ

い
。保

険
料
の
過
年
度
新
規
分

　

前
年
度
・
前
々
年
度
に
さ

か
の
ぼ
っ
て
国
保
の
資
格
を

取
得
し
た
場
合
や
、
前
々
年

分
な
ど
の
所
得
が
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
そ
の
年
度
の

保
険
料
が
「
平
成
24
年
度
過

年
度
新
規
分
」
と
し
て
賦
課

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
通
知
書
は
、
過
年
度
新
規

分
と
平
成
24
年
度
分
の
２
通

ま
た
は
３
通
送
付
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）。

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し
て

い
な
い
人
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め

の
制
度
で
、
国
・
府
・
市
の
負
担
金
な
ど
と
加
入
者
の
保
険
料
に
よ
っ
て
医
療
費
が

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
で
、
１
３
，
０
５
８

世
帯
（
加
入
率
43
・
3
パ
ー
セ
ン
ト
）、
２
２
，
５
４
２
人
（
加
入
率
28
・
4
パ
ー
セ

ン
ト
）
が
国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
保
険
料

の
し
く
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
料
の
特
別
徴
収

に
つ
い
て

　

平
成
24
年
度
の
保
険
料
の

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天

引
き
）
が
、
平
成
24
年
４
月

支
給
分
の
年
金
か
ら
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

　

４
月
支
給
分
、
６
月
支
給

分
の
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

れ
る
人
に
は
「
国
民
健
康
保

険
料
特
別
徴
収
仮
徴
収
額
通

知
書
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

の
は
、

○
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳

以
上
の
世
帯

○
年
金
支
給
額
が
年
額
18
万

円
以
上

○
介
護
保
険
料
と
保
険
料
の

合
計
金
額
が
年
金
支
給
額
の

２
分
の
１
を
超
え
な
い

　

こ
の
３
つ
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
す
世
帯
主
（
国
保
加

入
者
）
で
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
口
座

振
替
に
よ
り
保
険
料
を
滞
り

な
く
納
付
さ
れ
て
い
た
場
合

は
引
き
続
き
口
座
振
替
に
よ

り
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

支
払
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）
に
よ
り
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
人

は
、
金
融
機
関
へ
の
届
出
後
、

国
保
医
療
課
窓
口
へ
の
届
出

に
よ
り
、
保
険
料
の
支
払
方

法
を
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
へ
の
変
更
に
は

①
金
融
機
関
へ
の
届
出

・
通
帳
、
通
帳
届
出
印

・
被
保
険
者
証
ま
た
は
平
成

　

24
年
度
国
民
健
康
保
険
料

　

決
定
（
更
正
）
通
知
書

②
国
保
医
療
課
へ
の
届
出

・
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
口
座
振
替
依
頼
書
控
え
が

　

必
要
で
す
。
↙

表（1）保険料の料率

区分 平成24年度 平成23年度 差引

医
療
分

所得割率    7.69％    7.21％    0.48％
均等割額  22,610円  21,800円     810円
平等割額  25,200円  23,780円   1,420円
最高限度額 510,000円 510,000円       0円

支
援
金
分

所得割率    2.73％    2.35％    0.38％
均等割額   7,840円   6,880円     960円
平等割額   8,740円   7,500円   1,240円
最高限度額 140,000円 140,000円       0円

介
護
分

所得割率    2.79％    2.27％    0.52％
均等割額   8,190円   7,020円   1,170円
平等割額   6,870円   5,970円     900円
最高限度額 120,000円 120,000円       0円

表（2）保険料の計算方法

保険料＝医療分＋支援金分＋介護分

医療分
支援金分
介護分

＝
所得割額

加入者全員の
賦課総所得金額×所得割率

＋ 均等割額
加入者数×均等割額

＋ 平等割額

※賦課総所得金額＝総所得金額－基礎控除金額（330,000円）
※介護分は、40歳から64歳までの国保加入者にかかります
※それぞれの計算の後、100円未満は切り捨てます

（例）世帯主41歳、妻38歳、子14歳の場合（妻・子の所得はないものとします）

加入者の
総所得金額

軽減
割合 医療分 支援金分 介護分 保険料

（合計）
 33万円 ７割  27,900円   9,600円   4,500円  42,000円

 82万円 ５割  84,100円  29,500円  21,100円 134,700円

100万円 ２割 125,900円  44,000円  30,700円 200,600円

300万円 － 298,300円 105,100円  89,500円 492,900円

600万円 － 510,000円 140,000円 120,000円 770,000円

＊保険料軽減の判定基準は裏面の表（3）に記載しています

平
成
24
年
度 

国
民
健
康
保
険
料
の
し
く
み

国
保
が
守
る
み
ん
な
の
健
康

世帯内に異動があったときは、必ず14日以内に届け出ましょう この広報紙は再生紙および大豆油インキを使用しています
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平
成
24
年
度
か
ら

保
険
料
の
納
め
方
が

変
わ
り
ま
す

　

市
民
の
み
な
さ
ん
が
納
め

て
い
た
だ
く
主
な
税
金
に
は
、

市
・
府
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
税
金
と
、
自

営
業
な
ど
の
人
が
加
入
す
る

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
く
方
法
は
、

こ
れ
ま
で「
集
合
徴
収
制
度
」

と
い
う
、
税
金
と
国
民
健
康

保
険
料
を
あ
わ
せ
て
６
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回
の

納
期
で
納
め
て
い
た
だ
く
方

法
で
し
た
が
、
平
成
24
年
４

月
か
ら
表（
４
）の
と
お
り
税

目
・
保
険
料
別
に
納
付
し
て

い
た
だ
く
方
法
に
変
更
し
ま

し
た
。

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

納
付
状
況
に
応
じ
て
有
効
期

限
が
３
カ
月
・
６
カ
月
・
12

カ
月
等
に
限
定
さ
れ
る
短
期

被
保
険
者
証
の
交
付
に
な
り

ま
す
。

　

こ
の
短
期
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
が
切
れ
る
と
き
に

は
、
更
新
の
通
知
と
保
険
料

納
付
の
お
願
い
、
納
付
が
困

難
な
場
合
に
は
京
都
地
方
税

機
構
〔
☎（
46
）０
８
０
７
〕

に
相
談
し
て
い
た
だ
く
よ
う

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

保
険
料
が
未
納
で
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い

て
も
国
保
の
資
格
は
あ
り
ま

す
の
で
、
医
療
機
関
に
か
か

る
と
き
は
必
ず
事
前
に
、
国

保
医
療
課
窓
口
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
災
害
や
そ
の
他
特

別
な
事
情
が
な
い
の
に
納
期

限
か
ら
１
年
以
上
保
険
料
を

滞
納
す
る
と
、「
被
保
険
者

資
格
証
明
書
」
の
交
付
に
な

り
ま
す
。
資
格
証
明
書
の
交

付
を
受
け
る
と
、
医
療
費
は

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
と

な
り
ま
す
。
ど
う
し
て
も
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
お
早
め
に
国
保
医
療
課

窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
減
免

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
で

次
の
よ
う
な
状
況
の
人
は
、

保
険
料
を
減
免
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
所

得
割
額
が
賦
課
さ
れ
て
い
る

人
（
給
付
制
限
を
受
け
て
い

る
人
は
除
く
）
が
対
象
で
す
。

必
ず
納
期
限
内
（
当
初
は
６

月
30
日
ま
で
）
に
、
国
保
医

療
課
窓
口
で
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

○
災
害
等
に
よ
り
居
住
用
の

固
定
資
産
が
被
害
を
受
け
た

人　

○
所
得
が
皆
無
と
な
っ

た
た
め
、
生
活
が
著
し
く
困

難
な
人　

○
雇
用
保
険
法
に

規
定
す
る
失
業
給
付
等
受
給

資
格
者
で
、
今
年
の
所
得
が

前
年
所
得
に
比
べ
減
少
し
て

い
る
人　

○
給
付
制
限
を
受

け
て
い
る
人
（
例
…
拘
置
所

な
ど
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
人
）

※
所
得
の
減
少
に
つ
い
て
は
、

市
の
定
め
る
基
準
を
満
た
し

た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す

※
減
免
の
可
否
に
つ
い
て
は

市
の
基
準
に
基
づ
き
審
査
を

行
い
ま
す

特
定
健
診
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国

保
加
入
者
を
対
象
に
、
６
月

１
日
か
ら
10
月
31
日
ま
で
特

定
健
康
診
査
（
特
定
健
診
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
個
別
に
通
知

し
て
い
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
と
一
部
負
担

金
（
免
除
者
を
除
く
）
を
持

参
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

※
住
民
税
非
課
税
の
国
保
世

帯
の
人
は
申
請
に
よ
り
一
部

負
担
金
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

国
保
医
療
課
ま
た
は
保
健
セ

ン
タ
ー〔
☎（
55
）１
１
１
１
〕

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

※
昭
和
18
年
３
月
31
日
以
前

生
ま
れ
の
人
は
無
料
で
受
診

で
き
ま
す
（
申
請
は
不
要
で

す
）各

種
が
ん
検
診

受
診
費
用
助
成
券

　

各
種
が
ん
検
診
を
６
月
１

日
か
ら
10
月
31
日
ま
で
実
施

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
子

宮
頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検

診
の
対
象
者
は
西
暦
奇
数
年

生
ま
れ
の
女
性
（
子
宮
頸
が

ん
検
診
・
乳
が
ん
検
診
の
実

施
期
間
は
11
月
30
日
ま
で
）

で
す
。
受
診
時
点
で
国
保
に

加
入
し
て
い
る
場
合
、
一
部

負
担
金
は
、
国
保
か
ら
還
付

し
ま
す
。
還
付
手
続
き
に
必

要
な
「
受
診
費
用
助
成
申
請

書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い
て

い
な
い
場
合
は
国
保
医
療
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
（
子

宮
頸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検

診
・
大
腸
が
ん
検
診
の
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
が
届
い
て
い
る

人
は
、
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
で

受
診
し
て
く
だ
さ
い
）。

※
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
に
つ
い

て
の
詳
細
は
保
健
セ
ン
タ
ー

〔
☎（
55
）１
１
１
１
〕へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

を
使
い
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
と
は
、
厚

生
労
働
省
に
よ
り
新
薬
と
効

き
目
や
安
全
性
が
同
等
と
認

め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
価

格
は
新
薬
の
お
よ
そ
３
〜
７

割
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ

り
医
療
費
の
節
減
に
な
り
ま

す
。

　

城
陽
市
で
は
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
の
交
付
と
あ

わ
せ
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
希
望
カ
ー
ド
を
配
布
し
て

い
ま
す
。
医
療
機
関
な
ど
で

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
り
、
変
更
可
能
で
あ
れ
ば

新
薬
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

保
険
証
の
カ
ー
ド
ケ
ー
ス

の
設
置
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
収
納
に
便
利
な
カ
ー
ド

ケ
ー
ス
を
北
部
、
東
部
、
南

部
、
今
池
、
青
谷
、
寺
田
の

各
コ
ミ
セ
ン
と
地
域
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
に
設
置
し
て
い

ま
す
。
必
要
な
人
は
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

↙ 

７
月
末
ま
で
に
届
け
出
た

場
合
、
10
月
支
給
分
の
年

金
か
ら
の
天
引
き
を
中
止

で
き
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
は

口
座
振
替
で

　

○
申
込
手
続
き　

口
座
振

替
は
市
内
の
取
扱
金
融
機
関

に
限
り
ま
す
。
通
帳
、
通
帳

届
出
印
と
平
成
24
年
度
国
民

健
康
保
険
料
決
定
（
更
正
）

通
知
書
を
持
参
の
う
え
、
取

扱
金
融
機
関
備
え
付
け
の

「
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
取

扱
金
融
機
関
に
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。
市
外
の
取
扱
金
融

機
関
を
ご
利
用
の
場
合
は
、

税
務
課
納
付
係
〔
☎（
56
）４

０
２
４
〕
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。「
口
座
振
替
依
頼
書
」

を
お
送
り
し
ま
す
。

　

○
口
座
振
替
の
開
始
は

「
口
座
振
替
依
頼
書
」
が
市

役
所
に
到
着
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
で
す
。

表（3）保険料の軽減判定基準

軽減割合 世帯の所得

７割軽減
〔33万円〕
以下

５割軽減
〔33万円

＋24.5万×加入者数（世帯主除く）〕
以下

２割軽減
〔33万円＋35万円×加入者数〕

以下

人間ドック・脳ドック受診者の募集を締め切りました
　４月12日から４月20日まで募集しました平成24年度の人間ドッ
ク・脳ドック受診希望者の募集は締め切りました。国保加入者の人
間ドック・脳ドックは、定員700人に対し1,095人の申込がありまし
た。高齢者（75歳以上）の人間ドック・脳ドックは、定員150人に
対し245人の申込がありました。受診できる人は、国保運営協議会
委員による抽選で決定しました。
　抽選の際の優先順位は

①平成23年度落選した人
②平成23年度申込していない人
③平成23年度当選し、キャンセルした人
④平成23年度当選し、受診した人

の順です（今年度75歳になる人は、高齢者（75歳以上）の人間ドッ
ク・脳ドックにおける申込は初めてですので、②に該当します）。
　なお、人間ドックのみのコース、人間ドック・脳ドックの併用コ
ースを受診される人は、特定健診および75歳以上の人を対象とした
健康診査を受けることができませんのでご注意ください。

平成24年度人間ドック・脳ドック申込結果

健診種別
国保加入者のドック 高齢者（75歳以上）のドック
申込者数 定員 申込者数 定員

人間ドック  301人 200人  50人  20人
脳ドック  163人 150人  60人  50人

人間ドック・脳ドック
同時受診  631人 350人 135人  80人

合計 1.095人 700人 245人 150人

表（4）保険料等の納め方の変更
平成23年度

科目 納付
回数

納期（月）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市・府民税

10回 発送
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎固定資産税・

都市計画税
国民健康保険料

軽自動車税 1回 発送
◆

平成24年度

科目 納付
回数

納期（月）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市・府民税 ４回 発送
○ ○ ○ ○

固定資産税・
都市計画税 ４回 発送

▲ ▲ ▲ ▲

国民健康保険料 10回 発送
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

軽自動車税 1回 発送
◆

平成24年（2012年）6月15日　（2）

☆ホームページアドレス☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/　 ☆携帯電話版☆　http://www.city.joyo.kyoto.jp/m/
※右の二次元コードからもアクセスできます（一部機種を除く）
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